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　各種事務事業（ごみ・し尿処理関係）の取扱い

廃棄物処理計画 　○観音寺市一般廃棄物処理計画 　○大野原町一般廃棄物処理計画 　○豊浜町一般廃棄物処理計画 【調整方針】

　廃棄物処理計画については、合併時に再編統一する。

　　　策定年度　　　　　　　　　平成16年度 　　　策定年度　　　　　　　　　平成9年度 　　・一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理、生活廃水

【調整結果】

　　　　処理）

　　　目標年次　　　　　　　　　平成20年度 　　　目標年次　　　　　　　　　平成20年度 　○観音寺市一般廃棄物処理計画

（環境や合併等諸条件の大きな変動が （概ね5年毎に見直し） 　　　策定年度　　　　　　　　　平成14年度 　　　　旧市町の区域に基づく現計画を引き継ぎ、

　　　　　その集合体を新市の計画とする。

　ない限り5年毎に見直し） 　　　目標年次　　　　　　　　　平成23年度

一般廃棄物処理業 　・許可申請者 　・許可申請者 　・許可申請者 【調整方針】

等許可事務

　　　一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう 　　　一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう 　　　一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう 　一般廃棄物処理業等許可事務については、合併時に

　　　とする者 　　　とする者 　　　とする者

　再編統一する。ただし、既に許可済みの者については、

　　　上記について更新を申請する者 　　　上記について更新を申請する者 　　　上記について更新を申請する者

　新市に引き継ぐものとする。

　・有効期限　　　　　2年 　・有効期限　　　　　2年 　・有効期限　　　　　2年

【調整結果】

　・許可手数料　　　　1件につき5,000円 　・許可手数料　　　　無料 　・許可手数料　　　　無料 　・許可申請者

　　　一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう

　　　とする者

　　　上記について更新を申請する者

　・有効期限　　　　　2年

　・許可手数料　　　　1件につき5,000円
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豊　　　　浜　　　　町 調　　整　　結　　果
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事 務 事 業 名 観　　音　　寺　　市 大　　野　　原　　町



　各種事務事業（ごみ・し尿処理関係）の取扱い
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事 務 事 業 名 観　　音　　寺　　市 大　　野　　原　　町

衛生組合 　○観音寺市衛生組合連合会 　○大野原町衛生組合 　○豊浜町保健衛生推進協議会 【調整方針】

　　　目的 　　　目的 　　　目的 　衛生組合については、合併時に統合できるよう調整に

　　　　衛生組合相互の緊密な連携のもとに市民保健 　　　　町民の自主的組織活動を推進し、町の基本 　　　　単位推進会相互の緊密な連携のもとに町民 　努める。

　　　　の増進と環境衛生の向上を図り健康で住みよ 　　　　行政を犯すことなく町当局の環境衛生並び 　　　　の保健衛生の向上をはかり、健康で住みよ

　　　　い社会の建設に資すること 　　　　に町民の福祉行政を支援して健康で明るく 　　　　い豊浜町の建設に寄与すること 【調整結果】

　　　　住みよい大野原町を建設すること 　　目的　　　　　観音寺市下における地区組織相互の

　　　　　　　　　　緊密な連携の下に、地区社会を通じ　

　　　事務局　　　　　観音寺市役所生活環境課内 　　　事務局　　　　　大野原町役場住民課内 　　　事務局　　　　　豊浜町役場住民生活課内 　　　　　　　　　　公衆衛生の向上を図り、健康で住み

　　　　　　　　　　よい社会の建設に資すること

　　　総会　　　　　　年1回（5月末） 　　　総会　　　　　　年1回（4月末） 　　　会議　　　　　　年1回（5月末）

　　　会費　　　　　　20円/世帯 　　　会費　　　　　　1,000円/戸 　　　会費　　　　　　なし 　　名称　　　　　観音寺市環境衛生組織連合会

　　　事業 　　　事業 　　　事業 　　組織　　　　　観音寺環境衛生組合、大野原環境衛生

　　　　1　組織の育成強化 　　　　1　地区組織の啓蒙増進 　　　　1　町民の保健衛生知識の啓蒙と増進 　　　　　　　　　　組合、豊浜環境衛生組合により組織する。

　　　　　・研修会、講習会参加 　　　　2　衛生思想の普及向上 　　　　2　公衆衛生思想の普及と推進 　事務局　　 観音寺市役所市民部生活環境課内

　　　　　・広報活動の強化 　　　　3　会員の健康と福祉の増進 　　　　3　指導者の育成 　会議　　　 定例会　年2回

　　　　　・顕彰事業の推進 　　　　4　指導者の養成 　　　　4　優良施設、器具薬剤などの推奨と斡旋 　　　   その他必要の都度臨時会を開催

　　　　2　生活環境の整備と美化運動の推進 　　　　5　公衆衛生、環境衛生、母子衛生等の 　　　　5　町、保健所等保健行政に対する協力 　　事業　　　　　上記の目的を達成するための必要な

　　　　　・家庭排水路及び集積所の消毒並びに散乱 　　　　　 研究調査 　　　　6　その他本会の目的達成に必要な事業 　　　　　　 事業

　　　　　　ゴミ清掃の実践活動の推進 　　　　6　優良施設、器具、共同防除薬剤等の 　　　　　　　　(1)各環境衛生組合の連携、育成

　　　　　・河川清掃等の推進、空カン等の投げ捨て 　　　　　 推奨及び斡旋並びに必要に応じてそ 　　　　　　　　(2)会員の健康の保持、増進

　　　　　　防止、資源ゴミの回収運動の推進 　　　　　 の助成措置 　　　　　　　　(3)指導者の育成

　　　　　・ゴミ分別収集の推進 　　　　7　その他本会の事業達成のための必要 　　　　　　　　(4)公衆衛生上必要な研究、調査

　　　　3　各種保健事業への積極的な参加と協力の        　　　　　な事業 　　　　　　　　(5)功労者、優良団体の顕彰

　　　　　　推進 　　　　　　　　(6)優良施設、器具、薬剤等の推奨

　　　　　・健康診査並びに各種検診の受診率を高 　　　　　　　 　　及び斡旋

　　　　　　め、健康の保持増進を図る。 　　　　　　　　(7)その他本会の目的達成に必要な

　　　　　・健康教室への参加を呼びかけ、成人病に 　　　　　　　　　　　 　　　事業

　　　　　　対する知識と理解を深める。

　　　　　・市保健センターの積極的な利用を呼びか

　　　　　　け、自己健康管理の啓発と推進を図る。

　　　　　・地区献血推進協議会を中心に、献血に対

　　　　　　する理解と協力を広く呼びかけ、地域ぐ

　　　　　　るみで助け合いを推進する。

　　　　　・野犬による被害を防止するため、撲滅に

　　　　　　組織ぐるみで協力する。
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事 務 事 業 名 観　　音　　寺　　市 大　　野　　原　　町

ごみ減量等推進 　○観音寺市廃棄物減量等推進審議会 【調整方針】

事業

　　　15名以内 　ごみ減量等推進事業については、合併時に再編統一

　する。

　　　・識見を有する者

【調整結果】

　　　・各種団体の代表者

　　　15名以内

　　　任期　　　2年

　　　・識見を有する者

　○啓発活動 　○啓発活動 　○啓発活動 　　　・各種団体の代表者

　　　ごみの抑制、再利用、水切りの推進については 　　　ごみの抑制、再利用、水切りの推進について 　　　ごみの抑制、再利用、水切りの推進については 　　　任期　　　2年

　　　広報、インターネット、チラシ等により周知 　　　は、衛生組合総会において周知 　　　広報、ケーブルテレビ、チラシ等により周知 　○啓発活動

　　　ごみの抑制、再利用、水切りの推進については

　　　衛生組合、広報、インターネット、ケーブルテ

　　　　　レビ、チラシ等により周知

生ごみ処理機購入 　目的 　目的 【調整方針】

費助成事業

　　本市におけるごみ減量化推進の一環として、食品 　　本町における廃棄物の適正処理の一環として、 　生ごみ処理機購入費助成事業については、合併時に

　　の調理残等の有機性ごみを、乾燥させる方式又は 　　生ごみ（台所廃棄物をいう。）の排出減量を図る 　再編統一する。

　　生ごみを微生物により分解する方式の生ごみ処理 　　ため、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機の購入者

　　機械を設置する者に対して、予算の範囲内におい 　　に対して予算の範囲内において補助金を交付し、 【調整結果】

　　て補助金を交付し、もって一般家庭から排出され 　　　 もって住民の生活環境の向上に寄与する。 　目的

　　る生ごみの減量化を図ること。 　　本市におけるごみ減量化推進の一環として、食品

　　の調理残等の有機性ごみを、乾燥させる方式又は

　　生ごみを微生物により分解する方式の生ごみ処理

　対象 　対象 　　機械を設置する者に対して、予算の範囲内におい

　　て補助金を交付し、もって一般家庭から排出され

　　市内に住所を有する世帯（事業所を除く。）で、 　　本町に住所を有し豊浜町保健衛生推進協議会長 　　る生ごみの減量化を図ること。

　　次に掲げる生ごみ処理機を、市内の販売業者か 　　が認めた生ごみ処理容器及び生ごみ処理機を購

　　ら購入し設置する者 　　入し、申請者の町内の所有地に設置するもの

　　(1)生ごみを乾燥させる方式の処理機 　対象

　　(2)生ごみを微生物により分解する方式の処理機 　　市内に住所を有する世帯（事業所を除く。）で、

　　次に掲げる生ごみ処理機を、市内の販売業者か

　　ら購入し設置する者

　補助内容 　補助内容 　　(1)生ごみを乾燥させる方式の処理機

　　(2)生ごみを微生物により分解する方式の処理機

　　1基につき購入金額の1/3､1世帯につき1基 　　・生ごみ処理機　　　1個につき購入金額の1/3､

　　　（ただし20,000円を限度とする） 　 1世帯につき1個 　補助内容

　　　　　　（ただし20,000円を限度とする） 　　1基につき購入金額の1/3､1世帯につき1基

　　　（ただし20,000円を限度とする）

－
2
7
－

－


